
一
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五
（
一
四
五
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

　

【
は
じ
め
に
】

　

本
稿
は
、
平
成
二
四
年
二
月
二
四
・
二
五
日
に
、
日
本
大
学
法

学
部
を
会
場
と
し
て
実
施
さ
れ
た
平
成
二
三
年
度
日
本
大
学
学

部
連
携
研
究
推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
国
内
）「
二
一
世
紀
に
お
け

る
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
総
合
的
研

究
」（
主
催
：
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員

会
、
後
援
：
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
財
団
、
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究

所
）
に
お
け
る
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
原
発
事
故
の
教
訓
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
転
換
へ
の
制
度
改
革
・
熱
源
選
択
の
あ
り
方
」（
オ
ー
ガ
ナ

イ
ザ
ー
：
円
居
総
一
教
授
、
平
成
二
四
年
二
月
二
四
日
）
に
お
け

る
筆
者
の
報
告
「
原
発
事
故
の
民
事
法
的
検
討
～
東
電
の
再
生
に

向
け
て
～
」
を
、
タ
イ
ト
ル
を
改
め
た
上
で
活
字
化
し
、
必
要
な

注
記
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
（
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
に
つ
い

て
は
、
本
稿
末
尾
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
転
記
し
た
の
で
そ
れ
を
参
照

さ
れ
た
い
）。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
活
字
化
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

資　

料

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済

シ
ス
テ
ム

―
―
私
法
学
の
観
点
か
ら
―
―

松　
　

嶋　
　

隆　
　

弘



一
四
六
（
一
四
六
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

検
討
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
時
間
が
か
か

る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
の
私
見
の
公
表
を
行
う
と

と
も
に
、
今
後
の
研
究
へ
の
足
が
か
り
を
記
す
と
い
う
意
味
で
、

こ
こ
に
資
料
と
し
て
掲
載
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
報
告
は
、
与
え
ら
れ
た
時
間
が
極
め
て
短

い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
意
を
尽
く
せ
な
い
部
分
も
多
い
。
後
日

詳
細
な
も
の
を
論
説
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　

1
．
本
報
告
の
概
要

　

原
発
事
故
の
民
事
法
的
検
討
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
東
京
電

力
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
問
題
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
問
題
に
関

し
て
は
様
々
な
論
考
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
管
見
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
東
京
電
力
が
免
責
さ
れ
な
い
こ
と
を
前

提
と
し
、
被
災
者
に
損
害
賠
償
に
よ
る
実
効
的
な
救
済
を
与
え
る

べ
く
、
そ
の
た
め
の
法
律
構
成
・
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
の
範
囲

を
議
論
す
る
も
の
と
括
る
こ
と
が
で
き
る

（
１
）

。
実
務
に
お
け
る
対
応

も
同
様
で
あ
り
、
平
成
二
三
年
八
月
五
日
決
定
「
東
京
電
力
株
式

会
社
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発
電
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の

範
囲
の
判
定
等
に
関
す
る
中
間
指
針
」
の
公
表
を
受
け
、
各
種
法

整
備

（
２
）

が
な
さ
れ
る
な
ど
、
個
々
具
体
的
な
被
災
者
に
き
ち
ん
と
賠

償
を
請
求
さ
せ
る
た
め
の
取
り
組
み
が
官
民
挙
げ
て
な
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。「
い
ま
そ
こ
に
あ
る
現
実
」
を
解
決
す
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
個
々
具
体
的

な
被
災
者
の
顔
を
見
据
え
た
議
論
が
必
要
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
か
か
る
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
ら
は
遅
々
た
る
歩
み
と
は

い
え
、
進
歩
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

た
だ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
属

す
る
本
報
告
で
は
、
原
発
事
故
に
関
す
る
具
体
的
な
民
事
法
的
救

済
「
そ
れ
自
体
」
を
議
論
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
か
か
る
議
論
か

ら
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
す
る
者

（
３
）

が
、「
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
」
の

た
め
に
教
訓
と
し
て
何
を
学
び
、
当
該
事
故
に
関
す
る
ス
キ
ー
ム

を
設
計
し
て
い
く
の
か
が
主
要
な
関
心
事
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、

本
報
告
で
は
、
前
述
し
た
現
実
の
姿
を
一
応
捨
象
し
て
、
今
回
の

原
発
事
故
を
、「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関

す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
」
検
討
の
た
め
の
素
材
と
捉
え
、
現

実
の
姿
と
は
別
に
、
か
か
る
ス
キ
ー
ム
設
計
と
し
て
ど
の
よ
う
な

選
択
肢
（
別
の
解
）
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
次
の
三
点
を
検
討
す
る
。
第
一
は
、
電
気
事
業



一
四
七
（
一
四
七
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

者
（
今
回
の
原
発
事
故
の
場
合
は
東
京
電
力
で
あ
る
。） 

の
み
を

加
害
者
＝
賠
償
義
務
者
と
し
て
捉
え
、
そ
の
資
力
な
ど
に
問
題
が

あ
る
場
合
に
は
適
宜
支
援
を
与
え
た
上
で
、
電
気
事
業
者
に
被
害

者
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
さ
せ
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
が
妥
当
で

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
あ
く
ま
で
民
間
部
門
で
あ
る
電
気
事
業
者
に
、
青
天

井
で
損
害
賠
償
さ
せ
る
枠
組
み
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
件
原
発
事
故
の
場
合
、
こ
の
問
題
は
、
東
京
電
力
に
原

子
力
損
害
賠
償
法
上
の
免
責
事
由
が
あ
る
の
か
と
い
う
形
で
議
論

さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
多
く
の
被
災
者
（
つ
ま
り
損
害
賠
償
債
権
者
）
を
抱

え
る
電
気
事
業
者
を
倒
産
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
破
綻
処

理
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　

2
．
電
気
事
業
者
の
み
に
損
害
賠
償
を
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　

枠
組
み
の
妥
当
性
に
つ
い
て

　

（
1
）．
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
概
要

　

ま
ず
は
最
初
の
テ
ー
マ
：
電
気
事
業
者
の
み
に
損
害
賠
償
を
さ

せ
る
枠
組
み

（
４
）

の
妥
当
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
は
、
原
子
力
損
害

賠
償
法
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
よ
う
な
立
場
（
責
任
集
中
）
に

立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
子
力
損
害
賠
償
法

（
５
）

は
、
原
子
力
事

業
者
（
本
件
原
発
事
故
の
場
合
は
東
京
電
力
）
の
み
に
責
任
を
集

中
さ
せ
た
上
で
、
原
則
と
し
て
、
賠
償
の
上
限
な
し
（
い
わ
ば
青

天
井
）
の
、
し
か
も
無
過
失
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
上
で
、
か
か
る
賠
償
の
実
効
を
期
す
た
め
、
①
．
一
般
的
な
損

害
に
つ
い
て
は
民
間
の
保
険
で
、
②
．
地
震
・
津
波
等
に
つ
い
て

は
政
府
補
償
で
、
③
．
巨
大
な
場
合
に
は
、
政
府
の
措
置
を
、
そ

れ
ぞ
れ
講
じ
る
も
の
と
し
て
い
る
。「
原
則
と
し
て
」
と
書
い
た

の
は
、
例
外
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
常
に
巨
大
な

天
災
地
変
に
関
し
て
は
、
原
子
力
事
業
者
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
（
原
子
力
損
害
賠
償
法
三
条
一
項
但
書
）。
か
か
る

「
例
外
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
テ
ー
マ
と
し
て
後
で
検
討
す
る
。

　

さ
て
、
法
律
が
か
か
る
責
任
集
中
と
い
う
建
て
付
け
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
複
数
の
者
に
責
任
が
分
散
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
か

え
っ
て
実
効
的
な
賠
償
を
果
た
し
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
賠

償
額
に
上
限
が
な
く
、
青
天
井
に
な
っ
て
い
る
の
も
同
様
な
趣
旨

で
あ
る
。
そ
し
て
無
過
失
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
被
害
者
で
あ
る

被
災
者
に
複
雑
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
事
故
が
生
じ
た
と
い
う
過

失
の
立
証
を
さ
せ
る
の
は
、
か
え
っ
て
実
効
的
な
救
済
を
果
た
せ



一
四
八
（
一
四
八
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

な
く
な
る
か
ら
で
、
こ
れ
も
被
害
者
救
済
と
い
う
こ
と
に
要
約
で

き
る

（
６
）

。

　

た
だ
、
責
任
集
中
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
救
済
に
尽
力
す
る
実

務
や
学
説
の
努
力
に
よ
り
ほ
こ
ろ
び
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て
、
学

説
上
、
責
任
集
中
に
つ
い
て
規
定
す
る
原
子
力
損
害
賠
償
法
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
賠
償
や
株
主
代
表
訴
訟
（
会
社
法

八
四
七
条
以
下
）
の
提
起
が
妨
げ
ら
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い

る
（
７
）（
８
）。

お
そ
ら
く
、
今
後
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
増
え
て
い
く
も
の

と
予
想
さ
れ
る
。

　

（
2
）．
原
子
力
事
業
者
を
テ
コ
に
し
た
賠
償
ス
キ
ー
ム

　

こ
の
点
に
関
し
、
筆
者
が
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
責
任
集

中
の
枠
組
み
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
事
業
者
（
東

京
電
力
）
の
み
が
賠
償
義
務
を
負
う
「
悪
者
」
と
さ
れ
、
か
か

る
「
悪
者
」
を
い
わ
ば
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
と
し
て
叩
く
こ
と
に
よ

り
、
原
子
力
政
策

（
９
）

を
推
進
し
て
き
た
国
家
の
責
任
が
ウ
ヤ
ム
ヤ
に

な
っ
て
し
ま
う
懸
念
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
類
似
の
ケ
ー
ス
と
し

て
、
水
俣
病
に
お
け
る
加
害
者
で
あ
る
会
社
（
チ
ッ
ソ
）
の
姿
が

思
い
浮
か
ぶ

）
10
（

。
す
な
わ
ち
、
当
該
会
社
が
行
っ
た
有
機
水
銀
の
海

へ
の
垂
れ
流
し
は
態
様
と
し
て
極
め
て
悪
質
で
あ
る
も
の
の
、
公

害
規
制
に
つ
い
て
必
要
な
対
応
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
国
の
「
不

作
為
」
も
ま
た
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
該
会
社
に
被
害
者

へ
の
賠
償
を
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
会
社
を
破
綻
処
理
せ
ず
存
続

さ
せ
る
こ
と
で
、
か
か
る
国
の
責
任
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま

う
。

　

か
か
る
事
例
と
本
件
原
発
事
故
を
比
較
す
る
と
、
原
子
力
事
業

者
（
東
京
電
力
）
を
テ
コ
に
被
害
者
救
済
を
行
い
、
東
京
電
力
は

賠
償
さ
せ
る
た
め
破
綻
さ
せ
ず
、
賠
償
に
必
要
な
支
援
を
行
っ
て

い
く
と
い
う
点
で
、
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
東
京
電
力

を
「
流
し
ビ
ナ
」
に
す
る
こ
と
で
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進

し
て
き
た
と
い
う
国
の
責
任
は
、
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性

が
あ
る
。
水
俣
病
の
場
合
に
は
、
適
切
な
規
制
を
し
な
か
っ
た
と

い
う
国
の
不
作
為
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
原
発
事
故
の
場
合
は
、

適
切
な
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
を
構
築
し
な
か
っ
た
国
の
不
作
為

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
て
き
た
作

為
が
あ
る
点
、
よ
り
国
の
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
余
地
が
大
き
い

と
考
え
る
。
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四
九
（
一
四
九
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ム
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（
3
）．
国
の
責
任
は
？

　

そ
し
て
か
か
る
「
懸
念
」
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
計
画
停
電

実
施
の
時
に
も
あ
っ
た
。
電
気
事
業
法
は
、「
経
済
産
業
大
臣
は
、

電
気
の
需
給
の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
電
気
の
供
給
の
不
足
が
国

民
経
済
及
び
国
民
生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
公
共
の
利
益
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
事
態
を
克

服
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
使
用
電
力
量
の
限
度
、
使
用
最
大
電
力
の
限
度
、
用
途
若

し
く
は
使
用
を
停
止
す
べ
き
日
時
を
定
め
て
、
一
般
電
気
事
業
者
、

特
定
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
規
模
電
気
事
業
者
の
供
給
す
る

電
気
の
使
用
を
制
限
し
、
又
は
受
電
電
力
の
容
量
の
限
度
を
定
め

て
、
一
般
電
気
事
業
者
、
特
定
電
気
事
業
者
若
し
く
は
特
定
規
模

電
気
事
業
者
か
ら
の
受
電
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
電
気

事
業
法
二
七
条
）
と
し
て
、
電
気
の
使
用
制
限
等
を
な
し
う
る
権

限
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
計
画
停
電
の
実
施
時
に
は
、

か
か
る
権
限
の
発
動
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
東
京
電

力
の
「
自
主
的
な
措
置
」
と
し
て
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
や
や
勘

ぐ
っ
て
み
れ
ば
、
電
気
事
業
法
二
七
条
の
権
限
を
発
動
す
る
と
、

そ
の
権
限
の
発
動
が
国
家
賠
償
法
に
い
う
「
公
権
力
の
行
使
」
と

し
て
、
後
日
国
家
賠
償
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
い
う 

リ
ー
ガ
ル･

リ
ス
ク
が
あ
り
、
そ
れ
を
お
そ
れ
た
国
サ
イ
ド
が
、
東
京
電
力
に

責
任
を
押
し
つ
け
た
と
も
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
賠
償
義
務
者
た

る
東
京
電
力
の
背
後
に
国
が
隠
れ
て
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

3
．
青
天
井
で
損
害
賠
償
さ
せ
る
枠
組
み
の

　
　
　
　
　
　

妥
当
性

　

（
1
）．
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
免
責
事
由

　

次
に
、
第
二
の
テ
ー
マ
：
電
気
事
業
者
に
、
青
天
井
で
損
害
賠

償
さ
せ
る
枠
組
み
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
き
検
討
す
る
。
前
述
の

と
お
り
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
は
、
原
則
と
し
て
原
子
力
事
業

者
（
東
京
電
力
）
に
無
過
失
か
つ
青
天
井
で
の
賠
償
義
務
を
負
わ

せ
て
い
る
が
、
例
外
と
し
て
三
条
一
項
但
書
に
お
い
て
「
た
だ
し
、

そ
の
損
害
が
異
常
に
巨
大
な
天
災
地
変
又
は
社
会
的
動
乱
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
し
て
、

「
異
常
に
巨
大
な
天
災
地
変
又
は
社
会
的
動
乱
」
の
場
合
に
お
け

る
免
責
を
認
め
る
。

　

学
説
を
み
る
と
、
本
件
原
発
事
故
の
場
合
、
免
責
事
由
に
該
当

す
る
と
解
す
る
見
解
は
き
わ
め
て
少
数
の
よ
う
で

）
11
（

、
多
数
説
は
、



一
五
〇
（
一
五
〇
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

被
害
者
救
済
の
た
め
、
例
え
ば
貞
観
津
波
の
ケ
ー
ス
か
ら
し
て
本

件
は
予
測
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、「
異
常
に
巨
大
」
と
は
い
え
な

い
と
し
て
、
免
責
事
由
に
該
当
し
な
い
と
い
う
見
解
の
方
が
多
数

で
あ
る

）
12
（

。

　

本
件
原
発
事
故
の
場
合
、
政
府
解
釈
と
し
て
、
免
責
事
由
に
あ

た
ら
な
い
こ
と
が
い
ち
早
く
示
さ
れ
（
た
だ
そ
の
根
拠
が
十
分
に

示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
）、
実
務
は
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
指
針
作
り
に
入
っ
た
。
そ
し
て
仮
払
制
度

（
平
成
二
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関

す
る
法
律
）
な
ど
の
関
連
法
整
備
ま
で
な
さ
れ
た

）
13
（

。

　

こ
こ
で
も
、
第
一
の
テ
ー
マ
と
同
様
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

つ
ま
り
東
京
電
力
を
テ
コ
に
し
た
賠
償
ス
キ
ー
ム
の
為
に
は
、
免

責
事
由
が
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
、
政
府
に
よ
る
免
責

事
由
不
該
当
宣
言
は
、「
東
京
電
力
を
テ
コ
に
し
た
賠
償
ス
キ
ー

ム
」
の
核
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
り

国
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
東
京
電
力
の
背
後
に
退
い
て
し
ま
う
。

　

（
2
）．
免
責
事
由
該
当
説
の
骨
子
と
国
が
果
た
す
べ
き
役
割

　

こ
こ
で
、
先
ほ
ど
の
少
数
説
（
免
責
事
由
該
当
説
）
を
み
て
み

る
と
、
そ
の
意
図
は
、
東
京
電
力
を
免
責
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
と
い
う
制
度
の
限
界
を
踏
ま
え
た
上
で
、

国
家
に
よ
る
直
接
的
な
（
東
京
電
力
を
介
し
な
い
）
補
償
を
提
言

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く

）
14
（

。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
と
い

う
制
度
は
、
本
来
加
害
者
対
被
害
者
と
い
う
二
当
事
者
間
（
も
し

く
は
そ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
少
数
者
間
）
の
公
平
を
金
銭
に
よ
る

解
決
す
る
制
度
で
あ
り
、
本
件
原
発
事
故
の
よ
う
な
大
規
模
で
、

必
然
的
に
多
数
の
被
害
者
が
生
じ
る
場
合
を
念
頭
に
置
い
た
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
国

家
が
直
接
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
こ
で
第
一
の
テ
ー
マ
と
第
二
の
テ
ー
マ
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
ま
と

め
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
よ
う
な
国
家
政
策
に
よ
る
事
業
で

事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
多
数
の
被
害
者
救
済
の
た
め
に
は
、
国

家
が
直
接
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
、
最
終
的
に
は
、
税
と
い

う
形
に
よ
り
国
民
全
体
で
支
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



一
五
一
（
一
五
一
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

　
　
　
　

4
．
電
気
事
業
者
（
東
京
電
力
）
の
破
綻
処
理

　
　
　
　
　
　

の
可
能
性

　

（
1
）．
な
ぜ
破
綻
処
理
を
避
け
る
の
か

　

そ
れ
で
は
、
多
数
の
被
害
者
が
生
じ
る
場
合
に
お
け
る
「
民
間

部
門
」
た
る
原
子
力
事
業
者
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
念
頭
に

置
く
と
、
よ
り
広
く
電
気
事
業
者
）
の
役
割
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
三
つ
目
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
こ
で
、
三
つ
目
の
テ
ー
マ

と
し
て
、
多
く
の
被
災
者
（
つ
ま
り
損
害
賠
償
債
権
者
）
を
抱
え

る
電
気
事
業
者
を
倒
産
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
破
綻
処
理

す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

前
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
き
検
討
し
た
と
お
り
、
原
子
力
事
業

者
・
電
気
事
業
者
で
あ
る
東
京
電
力
に
責
任
を
集
中
さ
せ
、
か
つ

必
要
な
援
助
を
し
て
、
事
業
者
を
い
わ
ば
テ
コ
に
し
て
、
被
害
者

救
済
を
行
う
と
い
う
の
が
今
回
の
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。
今
回
の
ス

キ
ー
ム
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
な
ん
と
し
て
も
事
業
者
を
経
営

破
綻
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
会
社
更
生
、
民
事
再
生

と
い
っ
た
倒
産
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
被
災
者
は
債
権
者
と
し
て

扱
わ
れ
、
一
律
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
か
と
い
っ
て
長
銀

の
よ
う
に
「
国
有
化
」
し
て
し
ま
う
と
、
東
京
電
力
＝
国
で
あ
る

の
で
、
今
度
は
、
何
と
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
は
ず
の
国
の
責
任

が
正
面
に
出
て
き
て
し
ま
う
。

　

（
2
）．
電
気
事
業
法
三
七
条
の
電
気
事
業
社
債
の
優
先
権

　

そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
、
東
京
電
力
を
破
綻
処
理
さ
せ
な
い

た
め
の
「
理
由
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
電
気
事
業
法

三
七
条
の
規
定
で
あ
る

）
15
（

。
同
条
は
、
電
気
事
業
社
債
を
発
行
し

た
電
気
事
業
者
が
倒
産
し
た
場
合
に
、
当
該
社
債
権
者
に
優
先
弁

済
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
旨
の
規
定
で
あ
り
、
同
条
一
項
は
、

「
一
般
電
気
事
業
者
た
る
会
社
の
社
債
権
者
（
社
債
、
株
式
等
の

振
替
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
一
三
年
法
律
第
七
五
号
）
第
六
六
条

第
一
号 

に
規
定
す
る
短
期
社
債
の
社
債
権
者
を
除
く
。）
は
、
そ

の
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
だ
っ
て
自
己
の
債

権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
、
二
項
は
「
前
項
の

先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法 

（
明
治
二
九
年
法
律
第
八
九
号
）
の

規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。」
と
そ
れ

ぞ
れ
定
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
先
取
特
権
は
、
倒
産
法
上
は
優
先

債
権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
破
産
法
九
八
条
、
民
事
再
生
法

一
二
二
条
、
会
社
更
生
法
一
六
八
条
一
項
二
号
）。

　

つ
ま
り
、「
電
気
事
業
法
三
七
条
の
存
在
に
よ
り
、
仮
に
電
気



一
五
二
（
一
五
二
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

事
業
者
た
る
東
京
電
力
が
倒
産
し
て
し
ま
う
と
、
東
京
電
力
の
資

産
が
優
先
的
に
電
気
事
業
社
債
権
者
に
分
配
さ
れ
て
し
ま
い
、
被

害
者
（
被
災
者
）
に
回
る
お
金
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら

倒
産
で
き
な
い
。」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
倒
産
と
い
う
い

ざ
と
い
う
時
の
た
め
の
用
意
を
し
た
規
定
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

肝
心
の
倒
産
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
は
、
何
と
皮
肉
な
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
電
気
事
業
者
の
資
金
繰
り
の
安
定
を
考
え
る
上
で
、

電
気
事
業
社
債
権
者
の
保
護
は
無
視
で
き
な
い
程
の
重
要
性
を
有

す
る
。
た
だ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
条
を
「
錦
の
御
旗
」
に
し
て

倒
産
を
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
一
種
の
責
任
逃

れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
清
算
型
で
あ
る
破
産
は
別
と
し
て
、
経
営

を
続
け
な
が
ら
企
業
体
質
の
改
善
を
し
て
い
く
会
社
更
生
、
民
事

再
生
の
場
合
に
は
、
電
気
事
業
社
債
権
者
の
保
護
は
、
要
は
長
い

目
で
見
て
返
済
が
保
障
さ
れ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
仮
に
電
気

事
業
法
三
七
条
の
存
在
を
捨
象
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
当
該
社
債

権
を
株
式
に
振
り
替
え
（
デ
ッ
ト･

エ
ク
イ
テ
ィ･

ス
ワ
ッ
プ

）
16
（

）、

ま
ず
被
害
者
の
弁
済
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
か
か
る
柔
軟
な
処
理
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
救
済
は
、

個
別
の
賠
償
ス
キ
ー
ム
よ
り
も
、
む
し
ろ
集
団
的
取
扱
い
に
馴
染

ん
だ
破
綻
処
理
ス
キ
ー
ム
に
よ
る
方
が
望
ま
し
く
、
か
か
る
処
理

を
実
現
す
る
た
め
、
同
条
の
改
正
論
議
は
不
可
避
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
同
条
を
所
与
の
定
数
で
な
く
変
数
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
、
シ
ス
テ
ム
設
計
上
は
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　

5
．
ま
と
め

　

本
報
告
は
以
上
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
第
一

セ
ッ
シ
ョ
ン
「
原
発
事
故
の
教
訓
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
へ
の
制
度

改
革
・
熱
源
選
択
の
あ
り
方
」
の
中
で
の
本
報
告
の
位
置
づ
け

を
述
べ
る
。
本
報
告
は
、
池
村
正
道
教
授
に
よ
る
御
報
告
「
原
発

事
故
と
そ
の
対
策
」
を
受
け
、
原
英
史
氏
の
御
報
告
「
原
子
力
と

電
力
供
給
体
制
改
革
へ
の
課
題
と
展
望
」
へ
の
つ
な
ぎ
を
果
た
し
、

同
セ
ッ
シ
ョ
ン
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
総
括
さ
れ
る
円
居
総
一

教
授
の
御
報
告
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
に
向
け
た
熱
源
選
択
へ
の
現

実
解
」
へ
私
法
学
の
立
場
か
ら
の
一
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

り
、
円
居
教
授
の
ご
意
見
に
影
響
を
受
け
、
拙
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
現
状
と
異
な
る
シ
ス
テ
ム
設
計
に
つ
い
て
の
別
の
「
解
」
を

考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
足
り
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
精
進
の
上
、
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。



一
五
三
（
一
五
三
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

【シンポジウム概要】



一
五
四
（
一
五
四
）

日 

本 

法 

学　

第
七
十
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

（
1
）

小
島
延
夫
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
害
と

そ
の
法
律
問
題
」
法
律
時
報
八
三
巻
九
・
一
〇
号
五
五
頁
、
山
崎

栄
一
「
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
被
災
者
救
済
の
課
題
」
法
律

時
報
八
三
巻
一
二
号
五
六
頁
、
松
井
勝
＝
岡
将
人
「
福
島
原
子
力

発
電
所
事
故
損
害
賠
償
金
仮
払
仮
処
分
と
営
業
損
害
額
の
算
定
‐

被
災
者
救
済
の
観
点
か
ら
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
六
七
号
二
二
頁
、
日
本
弁

護
士
連
合
会
編
『
原
発
事
故
・
損
害
賠
償
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
平
成
二

三
年
）

（
2
）

法
令
デ
ー
タ
提
供
シ
ス
テ
ム
（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/

idxsearch.cgi

）
で
「
東
日
本
大
震
災
」
を
検
索
す
る
と
（
平
成
二

四
年
三
月
八
日
現
在
）、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別

の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日

法
律
第
四
〇
号
）、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
（
平
成
二
三
年
六

月
二
四
日
法
律
第
七
六
号
）
等
を
は
じ
め
と
し
て
、
二
三
九
本
の

法
令
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
飯
島
淳
子
「
東
日
本
大

震
災
復
興
基
本
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
三
号
一
〇
頁
、
有
林
浩

二
「
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
制
定
と
概
要
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
四
三
三
号
三
二
頁
、
長
瀬
洋
裕
「
東
日
本
大
震
災
財
特
法
に

つ
い
て
」
時
の
法
令
一
八
九
六
号
二
二
頁
等
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
3
）

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
別
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て

検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
武
川
丈
士
「
東
日
本
大
震
災
後
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
政
策
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
六
号
三
八
頁

（
4
）

森
田
章
「
政
府
の
援
助
の
義
務
と
電
力
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
三
号
四
六
頁

（
5
）

原
子
力
損
害
賠
償
法
の
グ
ラ
ン
ド･

デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、

野
村
豊
弘
「
原
子
力
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
仕
組
み
と
福
島
第

一
原
発
事
故
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
七
号
一
一
八
頁
、
星
野
英
一

「
原
子
力
損
害
賠
償
に
関
す
る
二
つ
の
条
約
案
―
日
本
法
と
関
連
さ

せ
つ
つ
―（
1
）（
2
）」
法
学
協
会
雑
誌
七
九
巻
一
号
三
八
頁
、
同

三
号
五
一
頁

（
6
）

森
嶌
昭
夫
「
原
子
力
事
故
の
被
害
者
救
済
―
損
害
賠
償
と
補

償（
1
）」
時
の
法
令
一
八
八
二
号
四
五
頁

（
7
）

大
塚
直
「
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
と
賠
償
支

援
機
構
法
―
不
法
行
為
法
学
の
観
点
か
ら
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三

三
号
四
〇
頁
、
人
見
剛
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
損
害

賠
償
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
三
号
二
三
頁

（
8
）

東
京
電
力
の
安
全
体
制
整
備
義
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の

と
し
て
、
山
口
利
昭
「
原
発
事
故
に
み
る
東
電
の
安
全
体
制
整
備

義
務
―
有
事
の
情
報
開
示
か
ら
考
え
る
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
六
号
二
八

頁

（
9
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
も
考
え
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

策
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

（
10
）

た
だ
、
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
よ
う
な
責
任
集
中
の
規
定
は

な
い
。

（
11
）

森
嶌
・
前
掲
注
（
6
）
三
九
頁

（
12
）

大
塚
直
「
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
」
法
律
時

報
八
三
巻
一
一
号
四
九
頁
、
大
塚
直
「
原
発
の
損
害
賠
償
」
法
学

教
室
三
七
二
号
二
七
頁
、
人
見
・
前
掲
注
（
7
）
二
一
頁
。
な
お
、



一
五
五
（
一
五
五
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
事
故
発
生
に
関
す
る
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
（
松
嶋
）

免
責
の
要
件
に
つ
き
、
升
田
純
『
原
発
事
故
の
訴
訟
実
務
―
風
評

損
害
訴
訟
の
法
理
―
』
（
平
成
二
三
年
）
三
〇
頁
を
参
照
。

（
13
）

大
塚
友
美
子
「
平
成
二
三
年
原
発
事
故
被
害
者
へ
の
国
に
よ

る
仮
払
金
の
支
払
等
に
つ
い
て
」
時
の
法
令
一
八
九
七
号
三
〇
頁

（
14
）

森
嶌
昭
夫
「
原
子
力
事
故
の
被
害
者
救
済
―
損
害
賠
償
と
補

償
（
3
）
」
時
の
法
令
一
八
八
八
号
四
三
頁

（
15
）

森
田
章
「
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
無
限
責
任
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五

六
号
二
五
頁
。
な
お
森
田
・
前
掲
注
（
4
）
四
五
頁
を
も
参
照
。

（
16
）

松
嶋
隆
弘
「
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」
浜
田
道

代=

岩
原
伸
作
編
『
会
社
法
の
争
点
』
（
有
斐
閣
、
平
成
二
一
年
）

九
二
頁
、
同
「
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・

ス
ワ
ッ
プ
」
日
本
法
学
七
五
巻
三
号
（
平
成
二
二
年
）
一
七
七
頁
、

同
「
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ

プ
」
私
法
七
四
号
二
七
四
頁
（
日
本
私
法
学
会
第
七
五
回
大
会
の

個
別
報
告
）
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